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３時間

１時間
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（１時間）
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また、郵送でお申込みいただく場合は、日本クレーン協会愛媛支部　下記住所まで送付ください。〕
○申込書と受講票は切り離さずに持参（郵送）してください。
○郵送での申し込みの場合、クレーン協会に申込書到着後、受講票と請求書をお送りします。
○請求書記載のお支払期日までにご入金いただけない場合、キャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

申　込　先 《振込先》

　　TEL（0897）47-8585

　　FAX（0897）47-8608 　　　　（振込み手数料は、お支払者負担でお願いいたします。）

　　※申込書は当支部ホームページからダウンロードできます。ご利用ください。

  ②　修了証に旧姓等を併記希望の方は下記のいずれかの書類を添付してください。
・旧姓等が記載された住民票の写し（「旧氏」欄に旧姓等が記載されたものに限る）

　　　　

但し、定員に達したときは期限内でも締め切ります。

　①　遅刻したときは、入場をお断りすることがあります。（遅刻、早退は修了資格に関係するため要注意）

　②　連絡なしの当日欠席についてはキャンセル扱いとなり、受講料の返金及び日程変更はできません。

４． 修了証の交付

　　　　　　　この講習を修了（合格）した者に対して、「玉掛け技能講習修了証」　「クレーン運転特別教育修了証」　を交付します。

申 込 方 法 〔窓口でのお申し込みは申込書に受講料を添えてお申し込み下さい。FAX、メールでのお申し込みは出来ません。

受 講 料 等

　　　*JR新居浜駅から車で15分

　５ｔ未満クレーンの運転＆合図

　実技試験（実技講習終了後）

　　　*新居浜市役所から県道13号線 　クレーン等の運転のための合図　　
　　　　　東へ８㎞

　クレーン等の玉掛けの方法　

学
科

  クレーン等の玉掛けの方法　：1日目　　　 　   　　 

5月19日 (月)
（一社）日本クレーン協会愛媛支部   玉掛けに必要な力学に関する知識　：2日目 　　　

愛媛クレーン教習センター 　原動機電気の知識　：2日目

  関係法令　：2日目   　　　　　　　　　　　 　  　　 　

　クレーン等に関する知識　 ： 3日目

実
技

  学科修了試験（講習終了後） ： 3日目

　８：1０～１７：００

日時・会場等

玉掛け技能講習&クレーン運転特別教育の併合講習開催について

労働安全衛生法第６１条に基づき、制限荷重が１トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移動式クレーン
若しくはデリックの玉掛け業務は、玉掛け技能講習修了者でなければ就業できないこととなっています。また、５ｔ未満のクレーン運転業務

　　についても事業主の特別教育が必要となります。
今般、下記要領により｢玉掛け技能講習＆クレーン運転特別教育」を開催しますので、有資格者の育成のため積極的に受講されますよう

　８：００～ １７：００
         5月22日（木） 　1日

４時間
         5月20日（火）  午後～

日　　　時 講習会場 科目及び時間

50

７時間

別紙 9
令和6年3月

～  5月21日 (水)

TEL（０８９７）４７－８５８５

新居浜市阿島1丁目5-66

記

実　　施　　要　　領

　　ご案内申し上げます。

併合教育受講料　合計　（10％税込み）

３３，１１０円

クレーン運転特別教育

９，９５５円（テキスト代込み）２３，１５５円（テキスト代込み）

玉掛け技能講習

（１）

申込期限 令和7年4月30日(水)

その他

（３）

（４）

　　　　上三分身、脱帽、無背景、裏面に氏名を記入）を貼付。 （※ デジタルカメラ、インスタントカメラで撮影したものは不可。）
（２） 申 込 書 類 　①　所定の玉掛け技能講習＆クレーン運転併合教育受講申込書に記入し、写真1枚（縦30mm×横24mm、6ｹ月以内の撮影、

・旧姓等が記載された自動車運転免許証またはマイナンバーカードの写し（表面のみ）

　　    伊予銀行　松山駅前支店

　　    普通預金　No.1445539

（一社）日本クレーン協会　愛媛支部

愛媛県新居浜市阿島1丁目5-66

主 催
愛媛労働局長登録教習機関 登録第９号

有効期限：2029年 3月 30日

(一社）日本クレーン協会 愛媛支部

http://crane-ehime.org/index.html



タテ

ヨコ

学科： ＊ 集合時間厳守

実技： 午前8：10～

（〒 　　　－　　　　　）

（〒 　　　－　　　　　）

　 TEL (         ) 　　　－ 　

　 FAX (         ) 　　  －

（担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1．　　受講票は必ず持参し受付に提出して下さい。

2． 学科講習には筆記用具をご持参下さい。　         　　　　　　

ご記入いただいた内容で修了証を作成しますので間違いのないようにお願いします。 3． 実技講習には作業服、ヘルメット、運動靴、手袋、筆記用具、電卓が必要です。

（お知らせいただいた個人情報は講習実施の目的以外に使用することはありません。）

申込書と受講票は切り離さずに提出してください。 ※お支払期日までにご入金いただけない場合、受講票は無効になります。

（お支払期日　　　　　　　年　　　　月　　　　日）
令和　　　 　　  年　　     月  　   　日

受講者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

（一社）日本クレーン協会　愛媛支部 　　　　　　　　　TEL　0897-47-8585

( 2．5日 )

修了証番号 受付番号
受付

令和7年5月19日(月) ～  5月21日 (水)

実技： 5月20日（火）午後、 5月22日 (木) （１．5日）

玉掛け技能講習＆クレーン運転特別教育　併合教育

受　 講　 申　 込　 書

番号

令和7年5月19日(月) ～  5月21日 (水) ( 2.5日 )

30ｍｍ

24ｍｍ 受　　　講　　　票

写真貼付
玉掛け技能講習＆クレーン運転特別教育　併合教育

令和7年5月20日（火）午後,    22日（木） （ 1.5日 ） 学科：

玉掛けの方法 学科試験

学
　
科
 
 
 
 
・
　
実
　
技

クレーンの知識

第
２
日

第
1
日

ふ り が な

第
3
日

事　業　所　名

  昭 和   ・  平 成 年  　　　　月 　 　　　日 （     　　才）

希望あり□　　※希望の方はﾚ点を付けてください 旧姓等
旧姓等の併記希望

及び旧姓等

生年月日

第
4
日

クレーン等の玉掛け及び運転の為の合図 実技試験

《　学科・実技　会場》

　　　〒792-0896　愛媛県新居浜市阿島1丁目5-66

（一社）日本クレーン協会愛媛支部　　愛媛クレーン教習センター

太枠内と下の署名欄に楷書でハッキリとご記入下さい。

運転の為の合図

関係法令

午前8：00～

力学　知識

原動機　知識 電気の知識

修了証

番号

住　所

受講者氏名
氏
名

㊞
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